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第��号議案

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のように改

正する。

第��条第�項第�号及び第	項中「第
項」を「第�項」に改め、同条第�項

を同条第��項とし、同条第
項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、

同項を同条第�項とし、同条第�項を同条第
項とし、同条第�項中「月」の次

に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として人事委員会規則で定

める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第�項とし、同条第
項

中「及び」を「、」に、「）の」を「）及び前項第�号に定める額の」に、「前

	項」を「第�項から前項まで」に改め、同項を同条第�項とし、同条第�項の

次に次の�項を加える。


 第�項第�号又は第	号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（そ

の所在地及び利用形態が人事委員会規則で定める要件を満たすものに限る。第

�号及び第�項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担す

ることを常例とするもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）の通勤手当

の額は、前	項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

� 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、�����円を超えない範囲

内で�箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として人事委員会規則で定

める額

� 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前	項の規定による額

附 則

（施行期日）

� この条例は、令和
年�月�日から施行する。

（人事委員会規則への委任）

―�―



� この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

―�―



第��号議案

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部

を次のように改正する。

第��条第�項第	号及び第
項中「第�項」を「第�項」に改め、同条第�項

を同条第
�項とし、同条第�項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、

同項を同条第�項とし、同条第�項を同条第�項とし、同条第�項中「月」の次

に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として人事委員会規則で定

める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第�項とし、同条第�項

中「及び」を「、」に、「）の」を「）及び前項第	号に定める額の」に、「前


項」を「第�項から前項まで」に改め、同項を同条第�項とし、同条第�項の

次に次の	項を加える。

� 第	項第�号又は第
号に掲げる教育職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が人事委員会規則で定める要件を満たすものに限

る。第	号及び第�項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を

負担することを常例とするもの（人事委員会規則で定める教育職員を除く。）

の通勤手当の額は、前
項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。

� 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、�����円を超えない範囲

内で	箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として人事委員会規則で定

める額

� 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前
項の規定による額

附 則

（施行期日）

	 この条例は、令和�年�月	日から施行する。

（人事委員会規則への委任）

―�―



� この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

―�―



第��号議案

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の

一部を次のように改正する。

第��条第	項第
号及び第�項中「第�項」を「第
項」に改め、同条第�項

を同条第��項とし、同条第�項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、

同項を同条第�項とし、同条第�項を同条第�項とし、同条第
項中「月」の次

に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として教育委員会規則で定

める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第�項とし、同条第�項

中「及び」を「、」に、「）の」を「）及び前項第
号に定める額の」に、「前

�項」を「第	項から前項まで」に改め、同項を同条第
項とし、同条第�項の

次に次の
項を加える。

� 第
項第	号又は第�号に掲げる教職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が教育委員会規則で定める要件を満たすものに限

る。第
号及び第�項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を

負担することを常例とするもの（教育委員会規則で定める教職員を除く。）の

通勤手当の額は、前�項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。

� 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、�����円を超えない範囲

内で
箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として教育委員会規則で定

める額

� 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前�項の規定による額

附 則

（施行期日）


 この条例は、令和�年�月
日から施行する。

（教育委員会規則への委任）

―�―



� この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

―�―



第��号議案

島根県県税条例等の一部を改正する条例

（島根県県税条例の一部改正）

第�条 島根県県税条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正

する。

第�条第�項の表自動車税の項を次のように改める。

第�条中「の種別割」を削る。

第	�条の
から第	�条の�までを削る。

第	�条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第�	�条第�

項」を「第�	�条第
項」に、「、種別割」を「、自動車税」に改め、同条第


号中「第	�条第�号」を「前条第�号」に改め、同条第�号中「第	�条第


号」を「前条第
号」に改め、同条第
号中「第	�条第�号」を「前条第�

号」に改め、同条第�号中「環境保健公社」を「公益財団法人島根県環境保健

公社」に改め、「医療法」の次に「（昭和��年法律第���号）」を、「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の次に「（平成��年法律

第��	号）」を加える。

―�―

自動車税 普通徴収による場合は、自動車の所有者（法第

�	�条第
項に規定する場合には使用者、法第

�	�条第�項に規定する場合には買主）の住所

又は事務所若しくは事業所の所在地（当該住所

又は事務所若しくは事業所が県外にある場合に

は、当該自動車の県内における主たる定置場の

所在地）

証紙徴収又は第	�条の
の規定による徴収によ

る場合は、島根運輸支局の所在地



第��条（見出しを含む。）及び第��条（見出しを含む。）中「種別割」を

「自動車税」に改める。

第��条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第���条の��

第�項」を「第���条第�項」に、「による種別割」を「による自動車税」に、

「種別割額」を「自動車税額」に改める。

第��条の	（見出しを含む。）中「種別割の」を「自動車税の」に改め、同

条中「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」の次に「（平成��

年法律第���号）」を、「道路運送車両法」の次に「（昭和
�年法律第���

号）」を、「島根県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」

の次に「（平成��年島根県条例第��号）」を加え、「種別割を」を「自動車税

を」に改める。

第�
条の見出し及び同条第�項中「種別割」を「自動車税」に改め、同項第

�号中「第���条第�項」を「第���条第	項」に改め、同条第	項中「種別

割」を「自動車税」に改める。

第��条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第���条第�

項」を「第���条第	項」に、「、種別割」を「、自動車税」に改め、同条第

�号中「身体障害者又は精神障害者が所有する自動車（」を「身体に障害を有

し歩行が困難な者（以下この号及び次号において「身体障害者」という。）又

は精神等に障害を有し歩行が困難な者（以下この号及び次号において「精神障

害者」という。）が所有する自動車（」に改める。

第��条第�号を削る。

附則第��項の見出し並びに同項各号列記以外の部分及び同項第�号中「の種

別割」を削り、同号ア中「法第���条第�項第�号に規定する」を削り、「ガ

ソリン自動車（」の次に「ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をい

う。」を加え、「第

項において「ガソリン自動車」という」を「第

項第�

号において同じ」に改め、「同条第�項第�号に規定する」を削り、「石油ガ

ス自動車（」の次に「液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をい

い、充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力源として用いる

―�―



電気を外部から充電する機能を備えているもので法附則第��条の�第�項第�

号に規定する総務省令で定めるものをいう。イにおいて同じ。）に該当するも

のを除く。」を加え、「第��項において「石油ガス自動車」という」を「第��

項第�号において同じ」に、「平成��年�月��日」を「平成�	年�月��日」

に、「法第�
	条第�項」を「道路運送車両法第�条第�項」に改め、同号イ

中「法第�
�条第�項第
号に規定する」を削り、「軽油自動車（」の次に

「軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動

車に該当するものを除く。」を加え、「第��項において「軽油自動車」とい

う」を「第��項第�号において同じ」に、「平成�	年�月��日」を「平成��年

�月��日」に改め、同項第�号中「令和�年�月�日から令和�年�月��日」

を「令和�年�月�日から令和��年�月��日」に改め、「の種別割」を削り、

同項第�号を次のように改める。

� 法附則第��条の�第�項各号に掲げる営業用の乗用車に対する第
	条の

規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和�年�月�日から令和

�年�月��日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和�年度分の

自動車税に限り、次の表の条項欄に掲げる同条の規定中同表の通常税率欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の最大軽課税率欄に掲げる字句とする。

附則第��項の表の中間軽課税率の欄を削る。

附則第��項中「第�		条の�第�項」を「第��
条第�項」に改め、「の種別

割」を削る。

附則第��項中「の種別割」を削り、同項第�号中「平成��年�月��日」を

「平成�	年�月��日」に改め、同項第�号中「平成�	年�月��日」を「平成��

年�月��日」に改める。

附則第��項を削り、附則第��項を附則第��項とし、附則第�	項を附則第��項

とする。

（アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別

割の徴収の特例に関する条例の一部改正）

第�条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の

―�―



種別割の徴収の特例に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次の

ように改正する。

題名中「の種別割」を削る。

第�条中「の種別割」を削る。

第�条第�項中「の種別割（以下「種別割」という。）」を削り、「第���

条の��」を「第�	
条」に改め、同条第�項及び第�項中「種別割」を「自動

車税」に改める。

第�条中「種別割」を「自動車税」に改める。

第�条中「種別割の納税者」を「自動車税の納税者」に、「第���条の��第

�項」を「第�	�条第�項」に、「当該種別割」を「当該自動車税」に改める。

第�号様式中「自動車税種別割納税証紙」を「自 動 車 税 納 税 証

紙」に改める。

（島根県手数料条例の一部改正）

第�条 島根県手数料条例（平成�
年島根県条例第�号）の一部を次のように改

正する。

別表�の項第�号中「自動車税種別割」を「自動車税」に改める。

（特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例の

一部改正）

第�条 特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条

例（平成�	年島根県条例第
�号）の一部を次のように改正する。

第�条を次のように改める。

第�条 削除

附 則

（施行期日）

� この条例は、令和�年�月�日から施行する。

（自動車税に関する経過措置）

� 第�条の規定による改正後の島根県県税条例、第�条の規定による改正後の

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の

―��―



特例に関する条例及び第�条の規定による改正後の特定非営利活動法人の設立

を支援するための県税の課税免除に関する条例の規定は、令和�年度以後の年

度分の自動車税について適用し、この条例の施行の日前の自動車の取得に対し

て課する自動車税の環境性能割及び令和�年度以前の年度分の自動車税の種別

割については、なお従前の例による。

（島根県手数料条例の一部改正に伴う経過措置）

� 第�条の規定による改正後の島根県手数料条例別表�の項の規定の適用につ

いては、当分の間、同項第�号中「自動車税」とあるのは、「自動車税（地方

税法等の一部を改正する法律（令和�年法律第 号）附則第�	条第�項の規定

により道路運送車両法第
�条の�第�項の規定を読み替えて適用する場合に

あっては、令和�年度以前の年度分の自動車税種別割又は令和�年度以後の年

度分の自動車税）」とする。

（この条例の失効等）

� この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和�年法律第 号。次項

において「改正法」という。）が令和�年�月�
日までに公布されないとき

は、その効力を失う。

� この条例は、前項の場合を除き、改正法による改正後の法律の規定の内容が

当該規定に対応するこの条例による改正後の条例の規定の内容と異なることと

なるときは、廃止するものとする。

―

―


